
主催：奈良弁護士会　共催：日本弁護士連合会(予定)

入場

無料
事前申込

不要

日本国憲法は
何を目指して
きたのか

連続学習会

18：30 開演
 18：00 開場　20：30 閉演予定
問い合わせ先   奈良弁護士会
　　　　　　TEL:0742-22-2035

場所:  奈良弁護士会館
　  大会議室

2016年～2017年

　違憲の安全保障関連法が強行採決されてか
ら一年余。今、憲法の明文改正に向けて、議論が
活発になっています。しかし、その中身はまだ明ら
かにされていません。それがどのようなものとなっ
ても、適切な判断を下すための知識を身につけな
ければなりません。
　全体主義の反省の下に生まれたのが、日本国
憲法だった…その原点に立ち戻り、戦後誕生した
「日本国憲法」が何を目指してきたのか？
それがどのような問題に直面しているのか？
－を、連続学習会で明らかにします。
　是非ご参加ください。

第１回　非戦の決意

第２回　権力への盾となる

●開催日 2016(平成28)年 11月30日(水)
●講師　弁護士  佐藤 真理（奈良弁護士会）　

●開催日 2016(平成28)年 12月22日(木)
●講師　弁護士  山口 宣恭（奈良弁護士会）　

第３回　格差と貧困の克服を目指して

第４回　「個」の確立と人権保障

第５回　開かれた言論空間をつくるために

●開催日 2017(平成29)年 1月19日(木)
●講師　弁護士 宮尾 耕二（奈良弁護士会）　

●開催日 2017(平成29)年 2月17日(金)
●講師　弁護士  菊地 倫巨（奈良弁護士会）　

●開催日 2017(平成29)年 3月30日(木)
●講師　弁護士  清家 康男（奈良弁護士会）　
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コンビニ近鉄奈良駅①番出口から歩いて約3分

www.naben.or.jp

〒630-8237
奈良市中筋町２２番地の１

※駐車場はございません。
　近くの有料駐車場か公共交通機関を
　ご利用ください。


